令和８年度地域見守りカメラ設置促進事業要綱
（趣旨）
第１条　本要綱は、地域安全を目的に自主防犯活動を推進する自治会および自主防犯団体等（以下「支援対象者」という。）の要望に応じ、防犯カメラの貸付設置を支援することを定める。
（貸付設置支援対象者等）
　第２条　貸付設置支援を申請できる者は、次の要件に該当する者とする。
(1) 滋賀県内で防犯活動に取り組んでいる支援対象者であること。
(2) 過去に地域安全カメラ貸付設置支援事業、または地域見守りカメラの設置促進事業の支援を受けたことがない支援対象者であること。
　２　支援対象者は、防犯カメラを設置することについて当該設置場所の所有者の同意（当該設置場所が道路等の公共施設である場合は、当該公共施設の管理者の同意）を事前に得なければならない。
　３　支援対象者は、防犯カメラを設置することについて、道路交通法（昭和35年６月25日第105号）その他の法令に基づく許可等が必要である場合にあっては、当該許可等を受けなければならない。
　４　暴力団もしくは暴力団またはこれらの者の統制下にある者等その他公共の福祉に反する活動を行っている者は、支援申請をすることができない。
（貸付設置促進事業）
　第３条　貸付設置促進事業は、地域安全に資することを目的として公共空間に防犯カメラを設置支援する事業であって、次に掲げる要件に該当する事業（以下「促進事業」という。）とする。
(1) 滋賀県内に設置されるものであること。
(2) 個別の犯罪防止ではなく、地域全体の犯罪防止、子どもや女性等の安全を守るため特定の場所に継続的に設置されるものであること。
（貸付設置支援内容等）
第４条　促進事業の支援内容については、次に掲げるとおりとする。
(1) 防犯カメラの貸付設置を支援する。
　　(2) 貸付設置支援するカメラの機種は、滋賀県警察本部において一般競争入札等を経て決定したものに限る。
　　(3) 貸付設置後における管理費および運営費用、故障に伴う修繕費用、支援設備の取外し等にかかる費用等一切の費用は支援内容から除く。
　　(4) 支援対象の防犯カメラは各支援対象者につき１台限りとする。
（貸付設置支援申請）
　第５条　支援対象者は、貸付設置支援の申請をしようとするときは、別記様式第１号「地域見守りカメラ設置促進事業申請書」に関係書類を添えて、滋賀県警察本部長（以下「警察本部長」という。）に提出しなければならない。
　２　警察本部長は、貸付設置支援申請を受理した後において、必要に応じて現地調査を行うものとし、支援対象者は、当該現地調査等に協力しなければならない。
（貸付設置支援決定および支援の条件）
　第６条　警察本部長は、前条の規定により貸付設置支援申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、貸付設置支援すべきと認めたときは、速やかに別記様式第２号「地域見守りカメラ設置促進事業決定通知書」により貸付設置支援決定を通知するものとする。
　２　警察本部長は、貸付設置支援の決定をするときは、次に掲げる事項を交付の条件とするものとする。
(1) 県が定める「防犯カメラの運用に関する指針」に基づいた防犯カメラの運用に関する基準を定めること。
(2) 防犯カメラの設置場所に、「地域見守りカメラ作動中」と記載したプレート等を設置して周知をはかること。 
(3) 促進事業により貸付を受けた財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理すること。
（貸付設置支援申請の取り下げ）
　第７条　貸付設置支援決定を受けた支援対象者が、支援決定後に貸付設置支援申請を取り下げようとするときは、当該貸付設置支援の決定を受けた日から起算して14日を経過するまでに、別記様式３号「地域見守りカメラ設置促進事業申請取下届出書」により警察本部長に届け出るものとする。
　２　前項の規定により申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る貸付設置支援決定はなかったものとみなす。
（促進事業の変更等）
　第８条　支援対象者は、促進事業を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または促進事業の内容を変更（軽微な変更をしようとするときを除く。）しようとするときは、別記様式第４号「地域見守りカメラ設置促進事業変更（中止、廃止）承認申請書」を警察本部長に提出し、あらかじめ警察本部長の承認を受けなければならない。
　２　警察本部長は、前条の申請について承認の決定をしたときは、別記様式第５号「地域見守りカメラ設置促進事業変更（中止、廃止）承認通知書」により支援対象者に通知するものとする。
（事情変更による決定の取り消し等）
　第９条　警察本部長は、貸付設置申請の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、貸付設置支援の決定の全部もしくは一部を取り消し、またはその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更することができる。
　２　警察本部長は、支援対象者が第２条第４項に該当すると認めるときは、貸付設置支援の決定の全部または一部を取り消すことができる。
　３　第１項もしくは第２項の取り消し、または変更を行った場合においては、警察本部長は、別記様式第６号「地域見守りカメラ設置促進事業決定取り消し・変更（中止、廃止）通知書」により支援対象者に通知するものとする。
（立入検査等）
　第10条　警察本部長は、促進事業の適正な執行を期するため、必要があると認めるときは、支援対象者に対して報告を求めることができる。
（無償貸付契約）
　第11条　支援対象者は、別途滋賀県知事との間に「無償貸付契約書」を交わし、当該契約書の内容を誠実に遵守しなければならない。
（実績報告書、借受書の提出）
　第12条　支援対象者は、貸付設置が完了したときは、当該完了の日から起算して１か月を超えない日までに、関係書類を添えた別記様式第７号「地域見守りカメラ設置促進事業実績報告書」のほか、別記様式第８号「借受書」を警察本部長に提出しなければならない。
（支援設備の返還）
　第13条　警察本部長は、支援対象者が設置支援の決定内容もしくはこれに付された条件またはこの要綱の規定に違反したときは、当該貸付設置支援の決定を取り消し、または既に交付した支援設備の一部もしくは全部を別記様式第９号「地域見守りカメラ設置促進事業返還通知書」により返還を命じることができるものとし、支援設備の取外し等にかかる費用は支援対象者がこれを負担する。
（画像情報の提供）
　第14条　支援対象者は、犯罪捜査等のために、防犯カメラの利用が必要な場合は、画像の提供など捜査等に協力すること。
（情報の開示）
　第15条　促進事業および支援対象者に関して、滋賀県情報公開条例（平成12年滋賀県条例第113号）に基づく開示請求があった場合は、同条例第６条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
（事業の終了）
　第16条　支援台数に達した時点で促進事業を終了するものとする。
（その他）
　第17条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は警察本部長が別に定めるものとする。
　　附則
　この要綱は、令和８年４月20日から施行する。




別記様式第１号
令和　　　年　　　月　　　日

　滋賀県警察本部長　様

申請者住所
申請者（団体名）
代表（氏名）　　　　　　　　　　

地 域 見 守 り カ メ ラ  設 置 促 進 事 業 申 請 書

　地域見守りカメラ設置促進事業要綱第５条第１項の規定により、次の関係書類を添えて申請します。


１　防犯カメラ設置希望場所（注：番地まで詳細に記載すること）



２　関係書類
(1)   地域見守りカメラを貸付設置場所および設置柱（家屋）の現況写真
(2)   地域見守りカメラを貸付設置する場所を表示した付近見取り図
(3)   防犯カメラを必要とする理由および支援対象者で現在実施、または今後実施予定の防犯活動内容（別記様式第１号の２）
(4)   申請団体等の規約および役員名簿

３　申請責任者連絡先

	住　　所
	

	氏　　名
	

	電話番号
	




別記様式第１号の２

１　防犯カメラを必要とする理由

	












· 防犯カメラ設置場所の周辺環境、地域の特性、地域内における犯罪等の発生状況
　や事例等を踏まえ、設置理由について具体的に記載すること。
　

２　現在実施、今後実施を予定する防犯活動内容

	












· 実施地域、回数、時間帯、人数および方法等、防犯活動内容について具体的に記
載すること。
また、防犯活動内容を疎明する資料等があれば添付すること。（活動計画、当番表等）
別記様式第２号
滋生企甲発第号
令和　年　月　日

　○○○○団体
　代表　○○　○○　　様

滋賀県警察本部長

地 域 見 守 り カ メ ラ 設 置 促 進 事 業 決 定 通 知 書

令和　　　年　　　月　　　日付けで申請のあったみだしのことについては、地域見守りカメラ設置促進事業要綱第６条第１項の規定により、下記のとおり貸付設置支援することを決定したので通知します。

記


１　貸付設置台数

　　　　　　　　　　　台


２　貸付設置支援の条件
(1) 　県が定める「防犯カメラの運用に関する指針」に基づいた防犯カメラの運用に関する基準を定め、当該基準に違反した運用をしてはならない。
(2) 　事業の実施結果は特段の事情がない限り、関係書類とともに事業の完了の日から起算して１か月を超えない日までに報告するものとする。
(3) 　促進事業により貸付を受けた財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理すること。
(4) 　指示に従わない場合には、貸付設置の支援を取り消し、支援した財産の返還を命ずることがある。





別記様式第３号
令和　　年　　月　　日

　滋賀県警察本部長　様

申請者住所
申請者（団体名）
代表（氏名）　　　　　　　　　　

地 域 見 守 り カ メ ラ  設 置 促 進 事 業 申 請 取 下 届 出 書

　地域見守りカメラ設置促進事業について、地域見守りカメラ設置促進事業要綱第７条第１項の規定により申請を取下げます。


（取下げ理由）





















別記様式第４号

令和　　年　　月　　日


　滋賀県警察本部長　様

申請者住所
申請者（団体名）
代表（氏名）　　　　　　　　　　

地域見守りカメラ設置促進事業変更（中止、廃止）承認申請書

　令和　　年　　　月　　　日付け滋生企甲発第　　　　　号にて貸付設置支援の決定を受けました地域見守りカメラ設置促進事業について、地域見守りカメラ設置促進事業要綱第８条第１項の規定により、次のとおり変更（中止、廃止）したいので、承認いただきますよう申請します。


１　変更（中止、廃止）の内容





２　変更（中止、廃止）の理由





３　変更（中止、廃止）の年月日





別記様式第５号
滋生企甲発第号
令和　　年　　月　　日


　○○○○団体
　代表　○○　○○　様


滋賀県警察本部長

地域見守りカメラ設置促進事業変更（中止、廃止）承認通知書

　令和　　　年　　　月　　　日付けで貴団体から申請のあった、地域見守りカメラ設置促進事業変更（中止、廃止）承認申請については、地域見守りカメラ設置促進事業要綱第８条第２項の規定により、承認することとしたので通知する。
　

１　変更（中止、廃止）の内容





２　変更（中止、廃止）の理由





３　変更（中止、廃止）の年月日






別記様式第６号
滋生企甲発第号
令和　　年　　月　　日

　○○○○団体
　代表　○○　○○　様

滋賀県警察本部長

地域見守りカメラ設置促進事業決定取り消し・変更（中止、廃止）通知書

　令和　　　年　　　月　　　日付け滋生企甲発第　　　　　号にて貸付設置支援決定した地域見守りカメラ設置促進事業について、地域見守りカメラ設置促進事業要綱第９条第３項の規定により、次のとおり取り消し・変更（中止、廃止）したので通知する。


１　取り消し・変更（中止、廃止）の内容





２　取り消し・変更（中止、廃止）の理由





３　支援の決定

　　既交付決定　　　　　　　　　地域見守りカメラ貸付設置支援台数　　　　　　　台
　　取り消し・変更後交付決定　　地域見守りカメラ貸付設置支援台数　　　　　　　台





別記様式第７号
令和　　年　　月　　日

　滋賀県警察本部長　様

申請者住所
申請者（団体名）
代表（氏名）　　　　　　　　　

地 域 見 守 り カ メ ラ 設 置 促 進 事 業 実 績 報 告 書

　令和　　　年　　　月　　　日付け滋生企甲発第　　　　　号にて貸付支援の決定を受けました地域見守りカメラ設置促進事業について、地域見守りカメラ設置促進事業要綱第１２条の規定により、その実績を報告します。


１　地域見守りカメラ貸付設置台数

　　　　　　　　　　　台


２　地域見守りカメラ貸付設置場所
　　

３　関係書類
(1) 地域見守りカメラ貸付設置後の現況写真
（カメラ、録画装置、設置表示プレートの写真）
(2) 地域見守りカメラの管理規定









別記様式第８号
	借　受　書
令和　　年　　月　　日

　滋 賀 県 警 察 本 部 長　殿

       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 団体名　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者住所・氏名
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　貸付条件に従い下記の物品を借受けし、適正に管理いたします。

	物品の品名　
及び数量　
	




　　　　　　　台

	使用目的　
	
地域の防犯対策

	物品の使用場所
	　別記様式第８号の２のとおり

	借受期間
	  令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　日まで

	返納期日
	令和　　年　　月　　日

	
物品の異常の有無

	□　有り　　□　無し

	※　異常有りの場合は、その理由






	
	設　　置　　場　　所

	１
	

	２
	

	３
	

	４
	

	５
	

	６
	

	７
	

	８
	

	９
	

	１０
	


別記様式第８号の２


別記様式第９号

滋生企甲発第号
令和　　年　　月　　日

　○○○○団体
　代表　　○○　○○　　様

滋賀県警察本部長

地 域 見 守 りカ メ ラ 設 置 促 進 事 業 返 還 通 知 書

　令和　　　年　　　月　　　日付け滋生企甲発第　　　　　　号にて支援決定した地域見守りカメラ設置促進事業については、地域見守りカメラ設置促進事業要綱第
１３条の規定により次のとおり返還を命じます。


１　返還物品

　　地域見守りカメラ　　　　　　　　　台


２　返還を命じる理由




３　返還期限

　　令和　　　年　　　月　　　日
